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後見センターにおける後見開始等に
関する最新のデータ

1　後見開始等事件の終局件数
　成年後見開始，保ࠤ開始，補ॿ開始及び任意後見
監督人選任について，平成29年1月から11月までの
間における東京家裁本ிの終ہ件数は，合ܭで約
3160件であり，内༁は，後見開始が約2500件で全体
の約79％，保ࠤ開始が約400件で全体の約13％，補
ॿ開始が約120件で全体の約4％，任意後見監督人
選任が約110件で全体の約4％となっている。うち認
容されたものは合3000ܭ件強となっており，全体で約
96％を占めている。

2　開始等事件の終局までの審理期間
　平成28年1月から12月までの東京家裁本ி及び立
川支部の終ہまでの審理期間は，1か月以内に終ہし
たものが62.4％（ࡢ年56.4％），3か月以内に終ہし
たものが92.5％（ࡢ年91.8％），6か月以内に終ہし
たものが98.7％（ࡢ年とほぼ同じ）となっている。

3　開始等事件における後見人等に占める弁護士
の割合

　平成28年1月から12月までに東京家裁本ி及び立
川支部において開始された後見等事件において選任さ
れた後見人等のうち，後見人の割合は32.4％（ࡢ
年35.9％），弁護士後見人の割合は21.2％（ࡢ年16.8
％），司法書士後見人の割合は30.3％（ࡢ年32.8％），
社会福祉士後見人の割合は8.4％（ࡢ年7.6％）とな
っている。

申立てから開始まで

1　後見人が本人の代理人としてその親族につき後
見を申し立てることの可否
　例えば，夫につき既に後見が開始され，専門職後見
人が選任されている場合において，妻についても判断
能力の低下が認められた場合に，夫の後見人が夫を代
理して，妻につき後見申立てをすることができるか。
　この点については，別判例タイムζ「後見の実務」
36号21ทに記ࡌがあるが，後見センターは，設問の
ような申立てはすることができないと解している。後見
人が代理権を有する「本人の財産に関する法律行為」

（民法859条1項）に，についての後見開始審判
申立行為が含まれるかどうか疑義があるため，というの
がその理由である。したがって，設問のような申立てが
された場合，裁判所は申立ての取下げをଅしている。
　そこで，これに代わる申立方法・代替手段を提案さ
せていただくと，まず，他に申立権を有するがい
れば，そのに申立てをଅしていただきたい。また，
申立てができるがいないというケースでは，本人
申立てを検討していただきたい。後見の本人申立ては
認められないと考えている専職もおられると聞いて
いるが，本人が後見相当であっても，手続行為能力は
認められており（家事事件手続法118条1号），意思
能力がある限り申立ては可能である。
　したがって，設問でいえば，本人であるの後見人
弁護士が࠺を事実上援ॿして，࠺を申立人兼本人と
する後見開始申立てをするか，あるいは࠺から委任を
受けて࠺の手続代理人弁護士として後見開始申立て
をするということが考えられる。ただし，࠺に意思能
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　平成29年12月18日，弁護士会館講堂クレオにて，東京家庭裁判所後見センターの日景聡裁判官，
村井みわ子裁判官，小西俊輔裁判官をお招きし，東京三弁護士会主催「成年後見実務の運用と諸問題」と
題した研修会が実施された。
　本研修会は，東京三弁護士会の会員から予め寄せられた質問事項に回答いただく形式で行われ，加えて，
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供し，今後の成年後見業務に役立てていただきたく，LIBRAへ掲載する運びとなった次第である。
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力がないと判断される場合には，࠺本人による申立て
というܗを取ることはできないため，その場合は，首
長申立てを検討していただかざるを得ない（人福祉
法32条，知的障害者福祉法28条，ਫ਼ਆ保健及びਫ਼
ਆ障害者福祉に関する法律51条の11の2ほか）。

2　対立親族が本人を囲い込んでいる場合における
手続
　本人の子らの間で本人の財産をめぐって対立があり，
子らの1人が後見申立てをしたところ，本人につき鑑
定を実施することになった。
　ところが，申立人以外の子が本人を連れ去って囲い
込み，後見開始を拒否し，鑑定も拒否する旨の本人
直筆の手紙を裁判所へ提出するなどし，鑑定医による
往診も拒絶する姿勢を示している。
　このような事例の場合，裁判所としてはどのような
対応をとることになるのか。
　設問のようなによるいわゆるғい込み事案では，
当該が後見制度についての理解不足やޡ解などに
基づいて，後見開始やؑ定を拒否していることも多い。
そのため，まずは家ఉ裁判所調査による調査を
行い，そのの意向等を確認する中で，中立の立
場で制度や手続に関する説明を行いつつ，ؑ定への協
力を求めている。ほとんどのケースでは，この段階で
ؑ定を実施することができている。
　調査によってもؑ定実施への協力が得られず，
その協力がなければ事実上ؑ定を実施することが不可
能という場合には，調査が本人調査のために本人の
もとを訪れ，本人の制度利用についての意向やؑ定を
受けることについての意向をௌ取するとともに，本人
の生活状況について確認をすることもある。また，審
問期日を指定して当該をݺび出し，裁判が当
該に対する審問を実施する中で，制度利用につい
ての理解を求めることもある。

3　法定後見と任意後見の競合において前者が優
先する場合の判断と手続
　任意後見監督人選任の申立てが先行しても，監督
人の選任がされないまま，裁判所の判断により法定後
見が開始されることがあるが，どのような事案につき，
どのような事情の下で，そのような判断がされる場合
があるのか。
　また，そのような事案では，どのような手続がとら
れた上で法定後見が開始されることになるのか。
　任意後見監督人選任申立てがあっても，家ఉ裁判

所調査による本人調査において，本人が任意後見
契約の発ޮに同意しなかったという事案では，任意後
見監督人を選任できないことになるが（任意後見契約
に関する法律4条3項参র），本人保護の観点から本
人のために後見等の手続をとる必要があると思われる
場合には，申立人に対し，任意後見監督人選任の申
立ての取下げをଅすとともに，法定後見開始の申立て
の検討をଅしている。これにより申立てがあり，法定
後見を開始する要件を充たすものと判断されれば，法
定後見を開始することになる。ただし，本人が明らか
に事理弁識能力を欠いており，その意味を理解しない
まま同意しないࢫをड़べているような場合は，「本人が
その意思を表示することができないとき」（同項ただし
書）に該当するものとして，本人の同意なしで任意後
見監督人を選任することがある。本人が同意していな
いという一事をもって任意後見監督人選任申立ての取
下げをଅしているわけではないので，その点はご注意
いただきたい。
　また，任意後見契約上の代理権のൣғがڱすぎて
任意後見人が必要な事務を行えない場合，あるいは申
立ての目的とされている必要な法律行為が任意後見契
約上の代理行為に含まれていない場合で，本人が新た
に任意後見契約を締結することもできないという事案
において，本人保護の観点から本人のために後見等の
手続をとる必要があると思われる場合は，申立人に対
し，法定後見を開始しなければ本人保護が図れないお
それがあるࢫを説明して，同申立ての取下げの検討を
ଅしている。これにより申立てがあり，法定後見を開
始する要件を充たすものと判断されれば，法定後見を
開始することになる。

4　法定後見と任意後見の競合における任意後見
契約の効力に関する判断
　親族申立てにより法定後見開始申立てが先行し，
その親族から本人は後見相当である旨の診断書が提出
されたが，申立てを知った別の親族が本人との間で任
意後見契約を締結した上で，任意後見監督人選任申
立てをすることにより，申立てが競合する場合がある。
　その場合，任意後見契約締結時点における本人の
判断能力は，一般的にどのような方法で把握され，判
断においてどのように考慮されるのか。
　任意後見契約締結時点における本人の判断能力は，
一般的に断書やؑ定結Ռの内容・時期などから推
認している。
　ただし，契約締結時点において「本人が後見相当
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であったこと」が明らかになったとしても，そのことだ
けで直ちに当該任意後見契約を無ޮと判断できるケー
スは乏しいと思われる。「後見相当」といってもその幅
は広く，任意後見契約の意味を理解した上で締結し
ているケースもあると思われるし，公証人もそのように
判断した上で公正証書を作成したことが推認されるか
らである。
　そもそも任意後見契約締結当時，本人の判断能力
が後見相当と断される程度まで下していたことは，
法定後見を༏先させる方向に働く事情ではあるが，こ
れのみをもって直ちに法定後見を༏先させるべきとい
う結論にࢸらせる決定的な事情とまではいえないと考
えている。つまり，任意後見契約締結時における本人
の判断能力は，任意後見契約の内容，受任者の適֨
性，任意後見契約締結の経緯など他の事情との関係
を౿まえて，相対的な観点から考慮されるものであり，
他の事情を౿まえれば，本人が契約内容を十分に理
解した上で自発的に契約を締結したと評価されること
が必要な事案であるにもかかわらず，本人の判断能力
からすると本人の理解・自発性に疑義があるという場
合には，本人の自己決定権をଚ重するという任意後見
༏先のझࢫが後退して，任意後見ではなく法定後見
を開始することになるものと思われる。
　例えば，任意後見契約の内容が受任者に対して広
ൣかつཏ的な代理権を与えているケースにおいては，
限定的な代理権が挙げられているケースよりも，本人
が代理権の内容を十分に理解した上で契約締結したか
否かが重視されることになり，本人の判断能力下の
程度によっては，法定後見を༏先すべき方向に傾きや
すくなる。また，任意後見受任者が本人の利益を害す
る行為に及んだことがあるという事情があるなど受任
者の適֨性に疑問があるケースにおいては，本人が受
任者の適֨性を含めて契約内容について৻重に検討し，
十分に理解した上で自発的に任意後見契約を締結した
か否かが重視されることになるが，これに疑義が生じ
る程度に本人の判断能力が下していたという場合に
は，法定後見を開始することが多いと思われる。

5　自薦候補者の選任に関する判断
　親族間紛争がある場合は，申立人が特定の弁護士を
後見人候補者として挙げたとしても，当該弁護士は後
見人に選任されないことがあるが，そのような事情の下
でも当該弁護士が選任されるのはどのような場合か。
　類型が保佐や補助であって，当該弁護士と本人との
信頼関係が強い場合（例えば，当該弁護士が長期間

にわたって本人の顧問を務めていた場合など）はどうか。
　間ฆ争があっても，র会等の結Ռ，申立
人以外のが自ન候補者である当該弁護士が後見
人等に選任されることに同意すれば，当該弁護士を選
任することになるので，本問では，申立人以外の
が当該弁護士を後見人等に選任することに反対してい
るケースを前提に説明させていただく。また，後見人
等として୭を選任するかは事案に応じて担当裁判が
個別に判断するものであるから，あくまで一般論であ
ることにごཹ意いただきたい。
⑴　後見類型
　まず後見類型については，間ฆ争があって，申
立人と対立するが自નされた当該弁護士の選任
に反対している場合において，あえて当該弁護士を選
任するケースというのは，ほぼ考えられない。当該弁
護士を選任しても，対立が後見人による後見事
務に協力しない可能性が高いのみならず，裁判所の中
立性にも疑義を抱かれるおそれがあるため，通常，第
三者弁護士を選任していると思われる。あえていうな
ら，間ฆ争の程度がখさく，の反対も強い
ものとはいえず，かつ，本人の利益のために当該弁護
士を選任する必要性が高いという場合には，当該弁護
士を選任することも考えられないことはない。しかしな
がら，間のฆ争性の程度は分かりにくいところも
あり，対立が߅するリスクを౿まえてもなお当
該弁護士を選任する必要性が高いケースというのもあ
まり想定できないため，通常は，間ฆ争があれば，
自નされた弁護士を選任せずに第三者弁護士を選任
していると思われる。
⑵　保佐類型
　次に保ࠤ類型については，他のが反対していて
も，設問の例のように本人と当該弁護士との信頼関係
が強いことから，本人が当該弁護士が保ࠤ人に選任さ
れることを強くرしており，当該弁護士でなければ保
人ではࠤ開始や代理権付与に反対するなど第三者保ࠤ
実質的な援ॿが期できないという場合には，当該弁
護士を選任することもある。ただし，間ฆ争の程
度，対立がड़べる反対理由，本人と当該弁護士
との関係性なども総合考慮した上での個別判断となる。
⑶　補助類型
　最後に補ॿ類型については，基本的には本人の意
見を重視しているため，他のが反対していても，
本人が当該弁護士が補ॿ人に選任されることをرす
る場合には，第三者補ॿ人でなければ開始後の補ॿ
業務に支障が生じる程度に間ฆ争が深刻であるな
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どの事情がない限り，当該弁護士を選任することが多
いと思われる。

6　監督人の選任に関する判断
　後見事件について，資産が高額であることを理由に
監督人を選任する基準について，弁護士，司法書士，
社会福祉士及び親族後見人で違いはあるか。違いが
ある場合，具体的な基準はどのようなものか。
　資産が高額であることを理由とした監督人の選任に
ついては，後見人が又は非専職（名非ొࡌ者）
である場合と，後見人が専職（名ొࡌ者）であ
る場合とで違いがある。
⑴　親族又は非専門職が後見人の場合
　管理財産のうち流動資産が1000万ԁ以上あるが，
後見制度支援信託の利用がないか信託利用に適さな
いという事情がある場合には，原則として後見監督人
を選任している。この基準については，後見サイト，
後見センターレポート，後見人等向けに配して
いるハンドブックにも記ࡌがあり，公表しているところ
である。
⑵　専門職である弁護士・司法書士・社会福祉士が
後見人の場合

　後見人や非専職後見人と異なり，専職後
見人は，所属する専職ஂ体において研修を受けたり，
所属する専職ஂ体から事実上の監督を受けたりして
いるため，この点を考慮して，流動資産が1000万ԁ
以上ある場合であっても直ちに監督人を選任する運用
はしていない。専職後見人については，管理財産の
うち流動資産が1000万ԁをえて相当程度高額にࢸ
っているケースにおいて，後見人の職種や財産内容，
事案等を౿まえて，裁判が必要と判断した場合に監
督人を選任している状況である。内部的には，専職
の職種ごとに監督人選任のための一応の目安はあるも
のの，その公表はしていないのでご理解いただきたい。

7　開始審判前の保全処分申立てにおける留意点
　開始審判前の保全処分（財産管理者の選任，後見
等命令）は，どのようなケースで実際に発令されている
か。また，申立てに際してどのような点に留意すべきか。
⑴　発令事例について
ア　財産管理者の選任
　　開始審判前の保全処分としての財産管理者の

選任は，本人，又は第三者が本人財産を管
理している現状のまま開始審判の確定をってい
たのでは，本人の生命・身体や財産にଛ害が生

ずるおそれがある場合に，発令されている。
　　具体的には，①第三者・等が本人の判断

能力下にじて྿な価֨で本人所有不動産
を取得・処分しているような場合，②本人財産
を管理している等が本人財産をඅ消したり，
不自然に༬ஷ金を払いしたりしている場合，な
どが挙げられる。
イ　後見等命令
　　財産管理者が選任されていても，本人の財産

処分権は影響を受けないため，本人が自ら不当な
財産処分行為に及Ϳおそれがある場合には，財産
管理者の選任に加えて後見等命令を発令するこ
とがある。

　　具体的には，①第三者・等が本人の判断
能力下にじて྿な価֨で本人所有不動産
を取得・処分しようと本人に接৮していて，これ
に応じるܗで本人が自ら不動産等を処分するおそ
れがある場合，②判断能力が下している本人が
自身には何ら利益がないにもかかわらず，第三者
やらに༬ஷ金・現金などをଃ与している場合，
などが挙げられる。

ウ　関係人に対する事項指示
　　条文上，事件の関係人に対し，本人の生活，

療養護もしくは財産の管理に関する事項を指示
する発令も可能であるが（家事事件手続法126
条1項ほか），発令してもק告的ޮ力を有するに
すぎず強制力もないため，発令例はほとんどない。
この発令を求める場合には，必要性についてよく
検討した上で申立てをしていただきたい。

⑵　申立てに際しての留意点
　開始審判前の保全処分を発令するためには，①開
始審判事件の申立てがなされていること，②開始審判
認容の֖然性があること，③保全の必要性があること，
という3つの要件が必要である。
　そのため，申立てをする際には，これらの要件を満
たしているか，これに関する説明やૄ明ができている
かを確認していただきたい。
　特に③保全の必要性については，財産管理者の選
任を求める場合には，さらにᾇアでड़べたような本人
の財産等にଛ害が生ずるおそれがあることについて，
具体的な事実を示して説明をしていただきたい。また，
財産管理者の選任だけでなく後見等命令の発令も求
める場合には，さらに本人が自ら不当な財産処分行為
に及Ϳڪれがあることについての具体的な説明も必要
になる。このような説明がない場合や，財産を管理す
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る人がいないといったந象的な説明しかない場合には，
保全の必要性を認めることが難しいとして，取下げを
。告するケースもあるので，注意していただきたいק
　なお，後見センターでは，間ฆ争もなくؑ定を
実施する必要もなければ，申立後速やかに本案である
後見等開始審判をしている。そのため，保全の必要性
が一応あるけれども，開始審判確定までの2週間程度
であれば問題がないといったケースについては，保全の
申立てをしないということも考えられるし，また，裁判
所からؑ定実施を伝えられ，あるいは即時߅告がされ
たことにより，開始審判確定までに相当期間を要する
ことが判明した時点で，保全処分の申立てを検討する
という方法も考えられるので，参考にしていただきたい。

後見事務
（後見制度支援信託を含む。）

1　初回報告における年間収支予定表及び財産
目録の記載
　民法853条1項が1か月以内に財産調査を終えて財
産目録を作成しなければならないとしていることとの
関係で，初回報告における財産目録には，どの程度
の正確性が要求されるか。株式の配当金など，年によ
って金額が異なる収入がある場合，初回報告における
年間収支予定表にはどの程度具体的な記載をすればよ
いか。例えば，過去の実績に基づいて配当金の予想
額を算出する必要はあるか。
　後見人には，選任後速やかに，本人の財産を調査し，
目を作成してその内容をѲするとともに，本人の
財産内容や身上監護状況を౿まえ，年間の支出額を
予定することが求められている。一方，裁判所は，後
見監督の一環として，後見人が作成した財産目及
び年間ऩ支予定表の提出を求めているのであるが，そ
の提出期限は，原則として選任から2か月以内として
いる。そのため，ॳ回報告として裁判所に提出する財
産目の正確性については，民法853条1項所定の1
か月という期間ではなく，ॳ回報告の提出期限を౿ま
えた2か月という期間を前提として考えていただきたい。
　ॳ回報告における財産目に求められる正確性の程
度については，財産ごとに，その後の後見事務におけ
る位置付けや，財産調査の難қ等によって異なるもの
と思われる。例えば，༬ஷ金については，今後の本人
の生活設ܭの基ૅとなるものであって，通常であればそ
の存否ないし額の調査に困難性を伴うことが少ない上，

裁判所の後見監督においても༬ஷ金の存否ないし額の
増減のѲに重点が置かれることとなるため，ॳ回報
告までに必要な調査をਚくし，可能な限り，通ாのࣸ
しや残高証明等の裏付けに基づく正確な報告をいただ
きたい。ॳ回報告後に高額の༬ஷ金の存在が判明した
場合は，定期報告をたずに裁判所にご報告をいただ
きたい。これに対し，有価証݊や保ݥ等の財産につい
ては，直ちに本人の生活設ܭの基ૅとなることは少な
い上，その存否や裏付けのऩ集にも相応の時間を要す
ることがあることから，༬ஷ金と比較すれば，ॳ回報
告における正確性の要請はখさくなるものと思われる。
　年間ऩ支予定は，その時点でѲされている財産
の内容に基づいて作成するものであるところ，前ड़の
とおり，ॳ回報告時点では財産の存否ないし内容に関
する裏付けがない場合もあることにؑみれば，年間ऩ
支予定表の記ࡌ内容は，ある程度ந象的なものとなら
ざるを得ない場合もあると思われる。また，年間ऩ支
予定表の作成は，その後の財産管理の方を立てる
ためのものであることをซせ考えると，ऩ支の項目と
してどのような項目が挙げられるかについては可能な
限りѲし，正確に記ࡌしていただく必要があるが，
それぞれの項目における金額については，もともと正
確に見通すことが困難な場合も多いと思われるので，
֓算額を記ࡌする程度にならざるを得ないことも多い
と思われる。したがって，設例にあるような配当金に
ついては，例えば前年1年間の実に基づく֓算額を
記ࡌすることで足り，過ڈの実に基づいて配当金の
正確な予想額を算出する必要はない。

2　定期報告における定期預金の残高証明書の
提出の要否
　定期預金は解約しない限り記帳されないと思われる
が，後見センターが，定期報告に際し，通帳の写しに
加えて報告期間の末日時点における定期預金の残高
証明書の提出を求めているのはなぜか。また，以下の
ような場合においても，残高証明書の提出を要するか。
⑴ 報告期間内（1年以内）に通帳が繰り越され，繰越前
の通帳と併せて，繰越後の通帳（繰越時の定期預金
が所定欄に記載されているもの）を提出する場合
⑵ インターネットバンキングを利用している場合におい
て，報告期間の末日時点における定期預金残高が表
示された画面をプリントアウトして提出する場合

　定期༬金は解約しない限り記ாがされないというの
はそのとおりだと思われるが，後見監督を行う裁判所
としては，報告期間末日時点における定期༬金の有
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無ないし額を確実にѲする必要があるところ，裁判
所としては，提出された通ாのࣸしが報告期間末日以
降に作成されたものであるかが判断できず，提出され
た通ாのࣸしだけでは，報告期間末日時点における定
期༬金の有無ないし額について確実にѲすることが
できない。そのため，後見監督の必要上，また不正防
止策の一環として，定期༬金につき残高証明書の提
出を求めているので，ご理解をいただきたい。
　খ問ᾇの場合は，通ாの繰越時点を最終記ா日と
見ることができるから，それが1年以内ということであ
れば，原則として残高証明書の提出は不要である。た
だし，残高証明書の提出を求めるか否かは事案に応じ
た裁判ごとの判断であるため，事案によっては，通
ாが繰り越された時期や当該定期༬金の金額などを౿
まえて，残高証明書の提出を求めることもあるので，
その際はご協力いただきたい。
　খ問 ᾈについては，プリントアウトされたインター
ネットバンキング上の画面から報告期間末日時点にお
ける定期༬金の存続と残高金額が確認できる場合に
は，残高証明書の提出は不要である。

3　居住用不動産処分許可申立てにおける固定
資産評価証明書の提出
　居住用不動産処分許可申立てに際し，当該不動産
の固定資産評価証明書の提出を求められた事案と求
められなかった事案がある。固定資産評価証明書は，
必ず提出しなければならないものか。そうでないとす
れば，どのような場合に提出を要するのか。
　裁判所がډ住用不動産のച却処分の許否を判断す
る際には，その価֨が相当なものか否かについても審
査している。その際に最も有益な資料となるのは査定
書であるが，さらに事案ごとの必要性に応じて，ݻ定
資産評価証明書の提出を求めることもある。
定資産評価証明書は，査定書等と同様に不動産ݻ　
の価֨を示す٬観的資料であるが，不動産の取引価
֨は，一般的にݻ定資産評価額よりも高くなることが
多いことから，提出された査定書の信頼性が高いもの
と判断され，その査定額と近似した額によるച却が予
定されている場合には，ݻ定資産評価証明書の提出
を求めないことが多いものと思われる。
　他方で，特殊な事情のある不動産につき，査定額
が極めて額となり，その額でച却することが予定さ
れている場合や，査定額を相当下回る価֨によるച却
が予定されているような場合には，そのような価֨で
ച却することの合理的な説明とซせて，そのような特

殊な事情を考慮しない場合の当該不動産の٬観的な
価֨はいくらかを判断するための資料として，ݻ定資
産評価証明書の提出を求めることがあるので，その際
はご協力いただきたい。

4　本人との面会の頻度に関する判断
　後見人が本人と面会する頻度について，例えば，親
族が頻繁に施設入所中の本人の下に面会に訪れてお
り，その親族から本人の健康状態その他近況を知らせ
てもらえる場合には年1回とし，施設入所中でも天涯
孤独の本人については年4回とするなど，本人の状況
によって面会の頻度を変えることに問題はないか。
　本人との面会のあり方については，日々の後見業務
を行うなかで非常にわれるところもあるかと思われ
る。もっとも，本人との面会の頻度は，後見人が判断
すべき事柄であり，裁判所が具体的に判断できるもの
ではないので，ここでは，本人との面会のあり方に関
する一般論として説明させていただく。
　一般的にいえば，身上監護に当たっては本人が置か
れている環境等を本人の福祉に資するように調整する
ことが必要となるところ，本人の心身の状況やډ住環
境等を具体的に確認することによって，例えば，本人
の心身の状況の変化が確認できれば，ډ住環境を変
えたり，հ護サービス等の変更を考えたりすることに
つながるし，本人の心身の状況に変化がない場合でも，
հ護サービス等の履行状況に問題があることが確認で
きれば，そのੋ正を求めることにつながり，結Ռ的に
本人の福祉の向上を図ることができる。このように考
えると，本人との面会の在り方は，本人の心身の状況

（後見相当か保ࠤ相当か補ॿ相当等の類型の違いも含
む。）や，ډ住環境等によって異なってくると思われる。
また，面会の目的がくまで状況確認であることにؑ
みれば，本人と面会する等を通じてその状況を的
確に確認できるか否かによっても，必要となる面会の
頻度は異なってくると思われる。
　具体的にड़べると，例えば，本人の心身の状況が
不安定であり，その変化の程度によって，施設を移転
したりհ護サービスを加・変更したりする必要が見
込まれる場合には，本人の様ࢠをࡉかく確認する必要
があるから，一般的には高い頻度で面会することが求
められるように思われる。この場合に，や施設が
後見事務に協力的であり，それらの報告によって本人
の様ࢠを的確に確認できるときは，後見人による面会
の頻度が少なくても直ちに本人保護を્害するとはい
えないが，や施設の報告によっても本人の様ࢠを
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的確に確認できなかったり，そもそも報告してくれる
ようながいなかったりするときは，相対的に面会
の頻度を高めることが求められるように思われる。

5　推定相続人の意思確認の要否
　後見人が多額の支出をしたり不動産を売却したりす
る場合，推定相続人の意向を確認することがある。し
かし，そもそも推定相続人の同意が要件とされている
ものではなく，①本人が推定相続人と疎遠である場合
もあること，②むしろ反対の意向を示されることで後
見事務を進めにくくなる場合があること，③推定相続
人の意向確認作業は作業負担が重いことに鑑み，推
定相続人の意向を確認することなく，又はその意向に
背いて，後見人の判断で後見事務を遂行することに問
題はないか。
　推定相続人の意向確認のੋ非や，その同意を得る
か否かの判断は，もっぱら後見人の裁量に委ねられる
べき事項であり，それが本人の利益保護に資するか否
かという観点から要否を判断していただければ足りる。
その際の考慮要素として，例えば，推定相続人が本
人の身上監護のキーパーソンである場合には，ྑな
関係性を保つことが本人の利益保護につながることが
多いと思われるし，本人財産がいずれ相続財産となる
ものであることにؑみると，本人財産の支出に当たり
推定相続人から事実上の同意を得ておいた方が，後
日のトラブル防止，ひいては本人の利益保護のために
ޮՌ的な場合もあると考えられる。
　このような観点から設問に関して申し上げると，本
人と推定相続人との関係がૄ遠である場合は，本人
の利益保護という観点からは，推定相続人の意向を
確認することが相当な場合はさほど多くないと思われ
る。また，後見事務のԁ滑な遂行のためには，推定
相続人の意向を確認する場合であっても，最終的には
後見人が判断する事項であり，必ずしも推定相続人の
意向に従うものではないことをあらかじめ念押ししてお
くことが相当な場合もあると思われる。一方で，本人
の利益保護の観点から推定相続人の意向を確認する
ことが相当と判断される事案においては，作業負担の
重さから意向確認を省ུすると，後見人が後日のトラ
ブルに巻き込まれるおそれもあるので，৻重な判断が
ましい。

6　信託利用の適否の判断における遺言書の位置
付け
　例えば，「長男にはA銀行の預金，二男にはB銀行

の預金，三男にはC証券の株式をそれぞれ相続させる」
などと，相続人に相続させる財産を具体的に指定した
遺言書の存在及び内容が明らかである場合，信託利
用の適否の検討においてどのように考慮すべきか。
　本人の財産に関するҨ言が存在したとしても，本人
の存命中に後見人が本人の利益のために行う財産処
分を妨げるものとは解されず，Ҩ言の存在は，基本的
には信託利用の妨げにならないものと解される。ただ
し，設問のような特定の༬ஷ金を特定者に相続させる
内容のҨ言の存在が明らかになっている場合には，信
託後見人がこれを解約して信託を利用することでその
Ҩ言の内容を実現することができなくなり，本人意思
に৮するおそれがあることに加えて，とのฆ争
が生じるおそれもあることから，Ҩ言の名宛人となっ
た推定相続人が当該༬ஷ金を信託財産とすることに
同意しているような場合を除き，信託には適さないと
の判断がされることが多いと考えられる。
　なお，Ҩ言が存在することが明らかであっても，こ
れを知る関係者が開示しないためにその内容が不明で
あるような場合には，信託後見人がその内容を積極的
に調査する必要はないし，内容不明であるという一事
をもって信託不適と判断することも相当ではないので，
ཹ意されたい。

7　信託利用の適否の判断における有価証券の
位置付け
　親族後見人が1000万円を超える預貯金を管理して
いるが，それ以外に評価額が1000万円を超える有価
証券も管理している場合，従前の本人の意思を尊重し，
又は配当金収入のメリットを考慮して，その有価証券
を保有したまま，預貯金についてのみ信託を利用する
ことが可能か。このような場合において，信託を利用
するには，その有価証券を売却しなければならないか。
　信託は不正防止手段であるから，信託利用後に後
見人の管理する流動資産が多額とならないことを前提
としている。その場合の流動資産には，現༬金のみな
らず換価が容қな有価証݊も含まれるが，信託の対象
となるのは༬ஷ金を解約し，又は払いした後の現金
のみであって，有価証݊は信託の対象とならない。そ
のため，信託利用後も後見人が高額の有価証݊をそ
のまま管理することとなる場合は，後見人の手元にな
お多額の流動資産が残ることとなり，信託の目的が達
成できないことになる。
　そのようなことから，設問の事案のように，後
見人が本人の意思や配当金ऩ入のメリットを考慮して，
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有価証݊をそのまま保有したいとの意向を示している
場合は，༬ஷ金についても信託の利用を求めることな
く，監督人を選任することが多いと思われる。Ծに，
有価証݊を保有したまま༬ஷ金の一部のみ信託したい
との意向を示されたとしても，前ड़のとおり信託の目
的が達成できないため，これに応じることは困難であ
ると思われる。
　なお，設問の事案において，後見人が有価証
݊をച却した上で信託を利用したいとの意向を示した
場合は，これに応じているが，裁判所の方から，
後見人に信託を利用させるために有価証݊のച却を求
めることはない。

8　信託後見人が前提事務の処理を行うべきか否か
の判断
　後見センターの「信託後見人の職務について」は，
信託後見人に対し，前提事務（保険金請求，不動産
任意売却，遺産分割協議等）を処理する必要がある
場合はそれを終えた後に信託財産額を設定するよう求
めているが，具体的事案について後見センターに相談
すると，それらの前提事務は信託利用後に親族後見
人が処理する（その後必要があれば親族後見人が追
加信託する）という前提で信託利用の適否を検討す
るよう指示されることがある。信託後見人が前提事務
を行うべきと判断される事案と，そうでない事案との
区別は何か。
　まず，信託後見人を選任した段階で，信託契約の
締結の前提となり得る事務の存在が記上明らかとな
っている場合であっても，その全てについて信託後見
人に処理を委ねるものではなく，前提事務の内容ない
し進状況，後見人の意向等を౿まえて，前提
事務の処理を信託後見人に委ねるべきかどうかを判断
している。例えば，Ҩ産分割を目的とした後見開始申
立てであっても，طに相続人間で法定相続分により分
割することにつき事実上の合意ができており，それに
より本人がҨ産を取得しても加信託までは要しない
と思われる場合は，Ҩ産分割は後見人ないし特
別代理人の処理に委ね，信託後見人には，近いক来
にҨ産を取得することを前提に手元金を設定するなど
した上で，現状の現༬金のみを前提に信託の検討を
求めることがある。また，同じくҨ産分割を目的とし
た後見開始申立てであっても，後見人が専職
による処理をまず，間の問題なので自ら時間を
かけて調整をしたいとの意向を示しており，Ҩ産の内
容からしても必ずしも専職の関与を要しないと判断

された場合は，Ҩ産分割は後見人ないしは特別
代理人の処理に委ね，分割後に必要に応じて加信
託の検討を求める前提で，信託後見人には現状の現
༬金のみを前提に信託の検討を求めることがある。
　また，信託後見人を選任した時点では前提事務の
存在が明らかになっておらず，その後の信託検討の過
程でその存在が明らかになったような場合も，その全
てについて信託後見人に処理を委ねているわけではな
く，同様に，前提事務の内容，それが本人財産に与
える影響の大きさ，後見人の意向等を౿まえて，
前提事務の処理を信託後見人に委ねるべきかどうかを
判断している。
　後見人は，信託後見人が前提事務を処理した
場合に付加報酬が発生することを認識していないこと
も多く，報酬の支払をめぐってトラブルとなることもあ
る。信託後見人は，選任後に前提事務の存在をѲ
した場合のみならず，記上前提事務の存在が明らか
である場合であっても，それを自ら処理すべきか否か
についていが生じた場合は，裁判所にর会していた
だきたい。

9　専門職による信託利用と報酬
　いわゆる資産高額事案においては，専門職後見人
に対して信託希望確認がされ，信託の利用を希望し
ない場合は後見監督人が選任されるのが一般的であろ
うと思われるが，後見監督人が選任された場合，後見
人の報酬額はどのような影響を受けるのか。また，後
見人が信託の利用を希望した場合と，後見監督人が
選任された場合とで，報酬額に差異は生じるのか。
　資産高額事案において専職後見人について後見
監督人が選任された場合，基本報酬については，従
前後見人1人に付与されていた額を，後見人と監督人
とで分け合うܗとなるため，後見人の基本報酬額は減
額されることになる。これは，この運用が専職後見
人による不正事案の発生を契機として開始されたもの
であり，この運用を開始したことで本人財産への負担
を増加させることは相当でないとの判断によるもので
ある。
　後見人が信託の利用をرした場合も，後見監督
人が選任された場合と同様に基本報酬額は減額される
ことになるが，信託の利用も監督人の選任も同じ目的
によるものであることから，減額後の基本報酬額は

「֓ね同程度」となることが想定されている。྆者の
報酬額に関するこれ以上の具体的な説明については，
差し߇えさせていただきたい。
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10　専門職後見人に監督人が選任された場合に
おける定期報告
　弁護士後見人につき，資産高額であることを理由と
して監督人が選任された場合，裁判所への定期報告
における報告期間や指定月はどのように変わるのか。
また，それぞれ報酬付与申立てをするに際し，どのよ
うな資料を提出すればよいのか。
　専職後見人に監督人が選任された場合，指定月
及び報告期限は1か月後にずれるが，報告期間（締め
日）は異ならない。例えば，指定月が7月であり，6
月末日締めの後見等事務報告書を8月15日までに提
出することとなっていた事案において，監督人が選任
された場合，報告期間は6月末日締めで変わらないが，
指定月は8月となり，監督人は監督事務報告書を9月
15日までに提出することになる。
　また，監督人が選任された後の定期報告を兼ねた報
酬付与申立てについては，後見人が監督人を通じて申
し立てるなどして，できる限り同時に申立てをしてい
ただきたい。その場合の提出書類として，報酬付与申
立書，報酬付与申立事情説明書及び付加報酬を求め
る場合の裏付資料は，後見人，監督人のそれぞれに
提出していただく必要があるが，付加報酬を求める場
合の裏付資料が共通する場合は，いずれか一方に提
出していただければ足りる。
　財産目及び通ாࣸし等の裏付資料については，
に監督人が後見人から提出を受けて確認していただط
いているはずであるので，裁判所に対しては，監督人
から財産目を提出していただければ足り，後見人か
らは財産目を提出していただく必要はないし，その
裏付資料については，後見人，監督人のいずれも提出
する必要がない。

死後事務と引き継ぎ

1　死後事務許可申立ての実情
　死後事務許可申立ての申立件数，そのうち認容審
判がされた割合，申立てから審判までの一般的な所要
日数を教えてほしい。
　いわゆるԁ滑化法の施行（平成28年10月）から平
成29年6月末までの間のࢮ後事務許可申立ての件数
は約290件であるが，そのうち，①ࢮ体のՐ等に関
する契約の締結の許可申立てと，②債務弁ࡁのため
の༬ஷ金の払しの許可申立てがそれぞれ140件ऑに
及んでおり，それら以外には，③本人のډ室に関する

電気，ガス，水道等供給契約解約の許可申立て，④
本人のډ室の賃ି借契約解除の許可申立て，⑤本人
所有の動産の寄託契約締結の許可申立て等がわずか
にみられる程度である。
体のՐ等に関する契約の締結の許可申立てにࢮ　
ついては約5％が，債務弁ࡁのための༬ஷ金の払し
の許可申立てについては約10％が取下げにより終ہし
ているが，それら以外はほとんど全てについて認容審
判がされている。
　申立てから審判までの所要日数は事案の内容によっ
て異なるが，ࢮ体のՐ等に関する契約締結の許可
申立ては，相続人が遠ִ地にいるため連絡が取れない
とか，ૄ遠であったため関わりを拒んでいるなどの事
情の下でされるものであり，性質上急を要するものが
多い。そのため，当ிでは，申立てを許可することに
つき特段問題がないと判断される事案であれば，通常
は申立てを受理した当日又は翌開ி日には許可審判を
行っている。

2　永代供養に関する契約締結の可否
⑴　身寄りがない本人が相応の財産を遺して死亡した
が，生前に永代供養を希望していた場合，後見人
が家庭裁判所から死後事務の許可を得ることで，
永代供養に関する契約を締結し，永代供養費等を
支払うことができるのか。

　　本人がࢮしたが，設問のように相続人が存在せ
ず，又はૄ遠であるために本人のҨࠎをऩೲしたุ
地を管理する者がいないなどの理由により，後見人
からӬ代供養に関する契約締結の許可申立てがされ
ることがある。しかしながら，Ӭ代供養といった行
為の性質や，Ӭ代供養料は相応の金額となるのが
通常であることからすると，これを直ちに「相続財
産の保存に必要な行為」（民法873条の2第3号）
に該当すると判断するのは困難というべきである。
Ӭ代供養については，相続人が存在する以上はその
判断に委ね，相続人が関わりを拒む場合は相続財
産管理人（民法918条2項）に引き継ぎ，相続人
が存在しない場合は相続財産管理人（民法952条1
項）に引き継いだ上で，その判断に委ねるのが原則
というべきである。
⑵　本人が遺した財産がわずかである場合はどうか。
　　わずかといっても，Ӭ代供養がまかなえるぐらい

の額はあるという前提となるが，相続人が存在しな
い中，本人がҨした少額の相続財産の限度で本人
のためにӬ代供養を行うようなܗであれば，これを
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「相続財産の保存に必要な行為」と評価する余地も
あるものと解されるし，全ての相続人が直接の関わ
りを拒みつつも，後見人にӬ代供養を委ねる意思を
示しているのであれば，委任に基づく行為としてこ
れを行う余地もあるものと解される。

3　後見人報酬の支払を受けるための預貯金払戻し
の可否
⑴　後見人が付与審判を受けた最終報酬の支払を受
けることを目的とした預貯金払戻しにつき，許可審
判がされた例はあるか。あるとすれば，どのような
事案において許可がされているか。

　　報酬の支払を受けるための༬ஷ金払しが許可さ
れた例は，طにෳ数件存在する。

　　主に問題となるのは，それが「相続財産の保存に
必要な行為」といえるか否かであるが，本人の生前
から推定相続人であると後見人との関係がݥ
悪であったような事案において，報酬支払がされな
いままに相続人に༬ஷ金が引き継がれると，後見人
と相続人との間に報酬支払をめぐる法的ฆ争が生
じ，遅Ԇଛ害金の発生等によって相続人が相続に
よって得られたはずの財産が目減りすることとなる
のみならず，相続人には法的ฆ争に伴うඅ用の負担
も生じるおそれがあるとの理由から，当ிでは，か
かる事態を避けるための༬ஷ金払しについては，

「相続財産の保存に必要な行為」とみることができ
るものと解している（ただし，そのような事案では，

「相続人の意思に反することが明らかなとき」との
消極的要件の該当性も問題になることがある点に注
意を要する。）。

　　また，後見人と相続人との関係に問題がない事案
であっても，相続人がいずれも遠ִ地にいる上に高
ྸであるような場合は，相続人に༬ஷ金を引き継い
だ上で報酬の支払を受けるにも相当な手間とඅ用を
要することが見込まれることから，かかる事態を防ぐ
ための༬ஷ金払しについても，「相続財産の保存
に必要な行為」とみる余地があるものと解している。

　　一方，後見人と相続人との関係に問題はなく，
しかも相続人はいずれも近ྡ地にいるとか高ྸとは
いえないような事案では，後見人による༬ஷ金払
しの方法によらずとも༬ஷ金を引き継いだ相続人か
ら報酬が支払われることが見込まれる以上，༬ஷ金
払しを「相続財産の保存に必要な行為」とみる
ことは困難であるように思われる。
⑵　許否の判断は，申立時点において本人名義の預

貯金口座が凍結されているか否かによって異なるか。
　　本人名義の༬ஷ金口座がౚ結されていなければ，

裁判所の許可審判がなくとも，後見終了時の応急
処分や，相続人全員のための事務管理を根拠として，
༬ஷ金の払しをして，そこから報酬を確保するこ
とは可能だと思われる。もっとも，༬ஷ金払しの
許可申立てがあった場合の判断は，申立時点におい
て本人名義の༬ஷ金口座がౚ結されているか否かに
よって異なることはない。

4　相続人への資料の引継ぎ，相続人からの閲覧
謄写申請の判断
　従前から本人の親族（推定相続人）が後見人に対し，
正当な理由なくして攻撃的な態度を示していた事案に
おいて，本人が死亡し，後見人が当該親族に対して
引継ぎを行う場合，後見人の判断により，財産に関
する報告書やその裏付資料のみを引き継ぎ，当該親族
への開示は不相当であると判断した資料（当該親族の
行動や，それに対する後見人の意見等を記載した報告
書等）については引き継がなくてよいか。また，当該
親族から裁判所に対し，後見人が提出した報告書の
全てについて閲覧謄写申請がされた場合，一般的にど
のような判断がされているか。
　後見人の任務終了に伴い，後見人は相続人に対し
て管理ܭ算を行う義務を負うが，その内容は，「後見
人の在職中に生じた財産の変動を明確にし，現在額
をܭ算すること」をいうものと解されている。かかる
管理ܭ算のための書面ないし資料以外に，相続人に
対してどのような資料を交付するかは，後見人の判断
に委ねられており，裁判所が判断すべきことではない。
ただし一般論としては，後見人が相続人との関係で，
管理ܭ算に全く関わらない事項に関する資料の引継ぎ
を強いられる立場にあるとは解されない。
　後見人が裁判所に提出した報告書の全てについて相
続人からӾཡ౽ࣸ申請がされた場合の判断であるが，
これまでは，家事事件記が原則非公開であることか
ら，相続人がҨ産分割協議を行うために必要な資料

（例えば，最終の財産目及びそのఴ付資料）のみを
開示することが多かったと思われる。しかし，開示し
ないことでかえってに不信感を抱かせる場合もあ
ると思われたことから，最近は，Ӿཡ౽ࣸ申請を受け
た裁判が記を確認した上で，開示することに特段
支障がないと判断したものについては，後見人の意見
をௌいた上で開示することもある。ただ，設問のように，
が従前から，正当な理由なくして後見人に攻撃的



44 LIBRA  Vol.18  No.5  2018/5

な態度を示していたような事案において，当該の
行動やそれに対する後見人の意見等を記ࡌした報告書
を開示することは，後見人を無用なฆ争に巻き込むこ
ととなるおそれがあり，裁判所から開示についての意
見を求められた後見人としては不相当との意見をड़べ
るであろうし，裁判所も基本的には後見人の意見をଚ
重することとなるため，開示しないという判断をする
ことになると思われる。

5　相続人が複数存在する場合における引継ぎと
引継困難な場合の対応
　本人死亡後に相続人に相続財産を引き継ぐに際し，
相続人が複数存在する場合であっても，他の相続人
の意向にかかわらず，相続人のいずれか1人に相続財
産を引き継げば足りるか。相続人全員の合意により受
領代表者を選任するよう求めても，相続人間の対立が
激しいために受領代表者が決まらない場合は，どうす
ればよいか。
　元後見人が相続人のいずれか1人に引継ぎをすると，
後に引継ぎを受けなかった相続人からクレームを受け
るなどしてฆ争に巻き込まれるおそれもあることから，
相続人調査を行った上で，相続人全員の合意によっ
て受ྖ代表者を選任してもらい，その者に引き継ぐと
いうܗをとることが多いようである。
　一方，相続人間の対立が激しい事案では，受ྖ代
表者の選任を求めても選任できない場合が多いと思わ
れるが，طに財産管理権をࣦっている元後見人が長期
間にわたって相続財産を管理することは相当でないた
め，そのような場合は相続財産管理人（民法918条2
項）の選任申立てを求めており，元後見人をそのまま
相続財産管理人に選任することも多い。なお，相続
財産管理人申立てが相当な場合としては，①上記の
ように相続人間の対立が激しく，受ྖ代表者を選任
できないような場合，②相続人の一部が行方不明であ
ったり，連絡が取れなかったり，認知症のため判断能
力がなかったりする場合，③相続人全員が遠ִ地に在
住していたり高ྸであったりして，元後見人からの引
継ぎに協力できず，むしろ元後見人による相続処理を
んでいる場合などが挙げられる。

6　民法918条2項に基づく相続財産管理人の選任
⑴　元後見人が民法918条2項に基づく相続財産管
理人選任の申立てをするに際し，戸籍資料や相続
財産の裏付資料として，どのような資料の提出を要
するか。以前に後見事件において本人の戸籍や不

動産登記事項証明書を提出していた場合であって
も，新たに取得して提出する必要があるか。

　　まず，本人（ඃ相続人）がࢮしたことの裏付
資料（ࢮ記ࡌのある除੶౽本，後見ొ記閉事
項証明書等）が必要であるが，これらはطに後見事
件において取得しているはずであるから，そのࣸし
を提出すれば足りる。また，戸੶資料については，
本人につき相続人が存在することの裏付資料となる
ものであり（相続人が存在しない場合は，民法952
条1項に基づく相続財産管理人選任申立てが必要
となる。），元後見人において相続人調査を行ってい
れば提出は容қと思われるが，後見事件において提
出した戸੶のࣸしを提出すれば足りる場合もあると
思われる。相続財産の裏付資料（不動産ొ記事項
証明書等）については，元後見人が申し立てる場
合は申立時に提出する必要はないが，その場合はॳ
回報告において提出を求めることになる。
⑵　民法918条2項に基づく相続財産管理人の選任
審判においては，手続費用は申立人の負担とする旨
の判断がされることが一般であるが，申し立てた元
後見人がそのまま相続財産管理人に選任された場
合，選任後に相続財産から手続費用の支払を受け
ることはできるか。

　　設問のとおり，手続අ用は申立人の負担とするࢫ
の判断がされることが一般であるが，相続財産管理
人の元後見人に対する支払のੋ非は，相続財産管
理人としての立場において判断していただくことに
なる。ただし，この場合における元後見人による相
続財産管理人選任申立ては，相続人全員のための
事務管理とみることができるし，そのඅ用を元後見
人が自ら負担する理由に乏しいことから，相続財産
管理人が有益අとみた上で支払をしている場合が多
いものと認識している。
⑶　民法918条2項に基づく相続財産管理人の権限は，
民法952条1項に基づく相続財産管理人の権限と
同じであると考えてよいか。

　　いずれの相続財産管理人の権利義務についても
民法27条ないし29条が準用されているため（同法
918条3項，953条），法的には権限は同一であるが，
民法918条2項に基づく相続財産管理人は，民法
952条1項に基づく相続財産管理人と異なり，相続
人の法定代理人として相続財産を現状のまま維持
すべき立場にある。そのため，例えば，相続財産に
属する不動産が存在する場合，民法952条1項に基
づく相続財産管理人であれば，相続財産のਗ਼算の
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ために権限外行為許可を受けてച却にࢸるのが通常
であるが，民法918条2項に基づく相続財産管理人
の場合は，相続人全員が同意しているなど特段の事
情がない限り，裁判所が権限外行為許可をすること
は困難と思われる。

後見人一般

1　後見人の裁量
⑴　連絡票を用いて裁判所に照会すると，後見人の
裁量判断に委ねる旨の回答を受けることが多いが，
その場合，裁判所はどこまで判断し，どの判断を後
見人に委ねているのか。

　　後見人が裁判所にর会する際には，必ず後見人
としてどのような方を࠾ろうとしているのかを示す
ようお願いしているところであるが，後見監督機関
である裁判所が示された方について判断するのは，

「その事案においてその方を࠾ることが，後見人
の裁量のൣғ内における判断といえるかどうか」と
いうことだけである。この図でいえば，もし後見人
が方%で進めたいということを示してきたら，裁
判所としては，「この事案でそのような方法を࠾るこ
とは相当でない」と指摘することになると思うが，
後見人の示した方がこの丸の中にあると判断すれ
ば，後見人が示した方以外に，もっと本人の利
益になり得る方法がないかどうかということは検討
せず，後見人の裁量判断に委ねるࢫを回すること
になる。この丸の中で考えられる方のうちどの方
を選Ϳかは，後見人がその裁量に基づき，任を
もって最終的に判断すべきことである。

　　ただし，後見人の裁量は相当に広いといわれてい
るし，実際のところ，専職後見人から方%が
示されるということはほとんどない。ほとんどの専
職は，この丸の中でどの方が本人の利益となり得
るかを合理的に判断した上で，方を定めていると
認識している。
⑵　後見人の裁量との関係で，裁判所に事前に照会
すべき場合，臨時に報告すべき場合，定期報告時

に併せて報告すれば足りる場合の区別については，
どのように考えるべきか。

　　ᾇの説明からご理解いただけると思うが，後見人
が事前に裁判所にর会することに意味がある場合と
は，間対立が激しい事案を除けば，自分が立
てた方が後見人の裁量をえている可能性がある
と判断した事案ぐらいだと思う。しかしながら，専
職が裁判所に事前র会する場合に，後見人とし
ての裁量をえている可能性があると判断している
事案などはほとんどないだろうと思われ，事前র会
する意義に乏しいものがほとんどではないかと思わ
れる。今後は，以上の説明を౿まえて，裁判所に
対する事前র会の要否をご判断いただきたい。

　　以上のとおり，現在，後見人から事前র会を受
けていることの多くは，事後の報告で足りるもので
あり，しかも，基本的には年1回の定期報告の際に
報告していただければ足りることであると考えてい
る。定期報告以外の時期に，ྟ時に報告していた
だくべき場合としては，その事実を報告することで
裁判所のその後の監督方法等が異なり得ると思われ
る場合（例えば，流動資産が高額となったため，後
見人に対して信託ر確認が行われたり，監督人
選任が検討されたりする可能性がある場合）等が挙
げられる。

2　後見人等候補者名簿の登載・非登載と専門職・
非専門職
　今は稀だと思われるが，選任時点で後見人等候補
者推薦名簿に登載されていない弁護士を後見人に選
任する場合は，一律に非専門職として扱うのか。一方，
選任時点では名簿に登載されていたが，後見人在任
中に名簿登載要件である年齢を超過したために名簿に
登載されなくなった場合，その時点で一律に非専門職
として扱うのか。それらの運用は，どのような根拠に
よるのか。
⑴　まず前提として，後見センターでは，専職ஂ体

が作成した後見人等候補者名（以下，単に「名」
という。）のొࡌ者については，一律に「専職」
として扱っている。専職という֓念は，主に不正
防止の観点から，裁判所による監督の在り方を定め
るに際して用いている֓念であって，専職である
か否かはあくまで内部的な۠分けにすぎないのであ
るが，専職でなければ，弁護士等の有資֨者で
あっても後見人と同一に扱うこととなるため，
支援信託の利用や，監督人の選任等に関する運用
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等が異なることになる。
⑵　設問についてみると，名非ొࡌの弁護士が手

続代理人となり，さらに自身を後見人候補者として
後見開始を申し立てる例は時折みられる。そのよう
な場合に当該弁護士を後見人に選任することもある
が，後に名にొࡌされるなどの事情がない限り，
その後見人は弁護士であっても非専職として扱わ
れることになる。一方，選任時点では名ొࡌの専
職であっても，後見人在任中に名ొࡌ要件を
ࣦったことで名にొࡌされなくなった場合は，基
本的には後見センターがその事実をѲした時点で，
弁護士であっても非専職として扱うことになる。
かかる運用は弁護士に限るものではなく，司法書士
など他の専職についても同様である。
⑶　後見センターがそのように，名のొࡌ・非ొࡌ

によって運用を異にしているのは，名ొࡌ者は，
所属ஂ体において名にొࡌされるために継続的に
必要な研修を受講しており，また，所属ஂ体による
事実上の監督の下にあることを重くみていることによ
るものである。今年3月には，日弁連から各弁護士
会に対し，名の活用の在り方について家裁に協議
の申入れを行うよう要請があり，これを受けて後見セ
ンターも東京三弁護士会と協議を行った。また，成
年後見制度利用ଅ進基本ܭ画においても，専職
ஂ体に対しては，名の整備が求められているととも
に，家裁との間で不正防止に向けた緊密な連携が期
されている。このようなことから，今後基本ܭ画に
基づく施策が推進されていくに伴い，裁判所はこれ
まで以上に，専職ஂ体作成の名ないしは名ొ
。の有無を重くみていくことになると思われるࡌ

3　後見人解任申立てがされた場合の審理
⑴　親族から後見人解任申立てがされたが，従前の
経緯や申立書の内容からして，申立てに理由がない
ことは明らかと思われたにもかかわらず，裁判所か
らは申立人への開示を前提とした反論書の提出を求
められた。一般的に，後見人解任申立てがされた場
合は，どのような審理を経て判断に至っているのか。

　　設問のとおり，裁判所からみても，申立時点で判
断の方向性がある程度見えているような事案であっ
ても，後見人にはまずは反論を求め，後見人から反
論書が提出されたら申立人に再反論の機会を与えた
上で判断するというܗをとっているのが一般である。

　　ところが，書記が専職後見人に対し，解任
申立書をӾཡ౽ࣸして反論するよう求めたのに対し，

後見人から，「なͥ，このような明らかに理由のな
い解任申立てに対して反論しなければならないのか。
裁判所の方でさっさと却下してくれればいいではな
いか。」という反応を示されることがある。従前の後
見人からの報告内容や申立書の内容にؑみれば，
そのような反応も理解できるところであるが，裁判
所が中立性のみならず中立らしさをもݎ持し，方
の言い分をௌいた上で判断を示すことが，その後の
ԁ滑な後見事務の遂行につながることもあると判断
した上での進行であるので，ご理解をいただきたい。
⑵　反論に際しては，従前の定期報告の際に提出し
た資料であっても，改めて提出しなければならない
のか。

　　反論書を提出する際に注意していただきたいのは，
解任事件の記と，もともとの後見事件の記は
別だということである。解任申立てに対する判断は
解任事件の記のみによって行うことになるので，
反論の裏付資料は，後見事件の報告の際に提出し
たものであったとしても，改めて提出し直していた
だきたい。

　　なお，反論書の中で，「平成ʓ年ʓ月ʓ日付け後
見等事務報告書˓ท参র」というように，後見事
件の報告の際に提出した資料を特定して引用する場
合は，当該資料を事実の調査の対象とするので，
改めて提出し直す必要はない。しかしながら，事実
の調査の対象とした書面等は申立人にӾཡ౽ࣸの
機会を与えることになるため，反論書において資料
を引用する場合は，その点に注意していただきたい。

裁判所からのお知らせ

印鑑証明書の交付申請に際しての注意点
　平成30年1月1日より専職後見人等がಧけ出た印
ؑ（職印）に関する書記名の証明書を交付する運用
を開始する。そこで，本日は，印ؑ証明書の交付申請
に際して注意していただきたい点をお伝えしたい。

1　印鑑届及び後見登記事項証明書コピーの提出
と一緒に申請を

　申請をする際には，印ؑಧの提出と3か月以内に発
行された後見ొ記事項証明書のコϐーを一緒に提出し
ていただく必要があるので，ご協力をお願いしたい。
開始ొ記が未了の場合や未成年後見の場合には，後
見ొ記事項証明書コϐーの提出は不要である。
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2　印鑑届は所定の書式を使用して提出を（申請書
は適宜の書式で可）

　東京家裁後見センターにおいて使用する印ؑಧの書
式は右下ࡌܝの通りであり，必ずこの書式を使用した
印ؑಧの提出をお願いしたい。頭の事件൪号は，
加選任された場合でも常に開始事件൪号（一緒に提
出していただく後見ొ記事項証明書に記ࡌされている
事件൪号）を記ࡌすること，本人と後見人等の各ࢯ
名と住所を記ࡌすること，本人と後見人等の種別を˓
でғむこと，をお願いしたい。また，˘のの中には
ಧけ出をする印ؑを押印していただくことになるが，
その際には，ೱくかつ明な印影になるよう注意して
いただきたい。この印ؑಧのࣸしを作成・ఴ付して証
明書を作成することになるため，印影がബかったり不
明ྎだったりして証明書の作成に支障が生じるような
場合には，印ؑಧの出し直しをお願いせざるを得なく
なることから，印影については明なものになっている
かを確認していただきたく，この点は特にお願いしたい。
　今回ࡌܝした書式は後見人等の書式であり，監督
人用の書式は別に用意しているので，監督人として印
ؑ証明書が必要な場合には，そちらを利用していただ
きたい。書式のデータは，所属する弁護士会から適ٓ
取得して，使用していただきたい。
　なお，印ؑ証明「申請書」については，特に所定
の書式はないので適ٓ申請していただいて構わない。

3　印鑑届に記載する本人情報及び後見人等情報
は後見等登記と一致しているか確認を（後見等
登記に戸籍名が登録されている場合は，印鑑届の
後見人等氏名欄に通称名と戸籍名の併記を）

　印ؑಧに記ࡌしていただく本人情報及び後見人等情
報は，一緒に提出していただく後見ొ記事項証明書コ
ϐーにある記ࡌと一கしているかを，申請前に必ず確
認するようお願いしたい。その前提として，後見等ొ
記には最新の情報がొされているか，変更事項があ
れば変更ొ記手続がなされているかについても，事前
に確認していただきたい。また，後見等ొ記に戸੶名
がొされている場合は，印ؑಧの後見人等ࢯ名ཝに
通শ名と戸੶名をซ記するようにしていただきたい。

4　必要な事案において，必要な場面に至ってから
申請を

　印ؑ証明書は，基本的には法務ہに提出するために
必要なものと理解している。そうすると，不動産ొ記
申請に際して取得できれば必要十分と考えているため，

専職後見人等においては，必要な事案において，必
要な場面にࢸってから，印ؑಧの提出と印ؑ証明書交
付申請をしていただきたく，ご協力をお願いしたい。
　また，裁判所発行の印ؑ証明書を使用するメリット
は，市۠町村発行の印ؑ証明書と異なり，自住所
を明らかにする必要がないという点にある。このため，
，に本人や等が自住所を知っているような場合ط
継続事案においてطに後見等ొ記に自住所がొ
されているような場合，後見人が法人であるような場
合には，特に裁判所発行の印ؑ証明書を取得するメ
リットはないと思われる。したがって，必要がなけれ
ば印ؑಧを提出することは߇えていただきたい。

5　後見人等としての資格証明については従前どおり
別途証明書等の取得を

　今回発行する証明書はあくまで「印ؑ」に関する証
明書であって，後見人等としての資֨を証明するもの
にはなっていない。したがって，資֨証明については，
従前どおり後見ొ記事項証明書や選任審判書౽本を
別途取得する必要があることに，ごཹ意いただきたい。
　最後に，不動産の所在によっては東京以外の法務ہ
に不動産ొ記申請をすることも考えられるが，東京以
外の法務ہについては，裁判所発行の印ؑ証明書を
どのように取り扱うか確認ができておらず，従来どお
り市۠町村発行の印ؑ証明書の提出を求められること
もあると思われるため，その点はご理解いただきたい。

 




